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【
事
例
①
】

５
年
前
、
付
き
合
っ
て
い
た
彼
に
「
名
前
を
貸

し
て
ほ
し
い
」、「
返
済
は
自
分
が
す
る
の
で
心
配

は
い
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
、
自
分
名
義
の
カ
ー
ド

を
作
っ
て
サ
ラ
金
か
ら
お
金
を
借
り
渡
し
た
。
カ

ー
ド
も
月
々
返
済
す
る
時
に
必
要
な
の
で
渡
し
た
。

先
日
、
実
家
に
旧
姓
の
自
分
宛
の
督
促
状
が
来

て
い
た
。
驚
い
て
、
昔
の
彼
に
連
絡
を
取
っ
た
ら
、

失
業
中
で
返
済
が
で
き
な
い
と
い
う
。
借
入
金
の

残
高
は
１
２
０
万
円
。

自
分
は
名
前
を
貸
し
た
だ
け
だ
が
、
ど
う
な
る

の
か
。
夫
に
は
と
て
も
言
え
な
い
。

サ
ラ
金
か
ら
の
借
り
入
れ
に
つ
い
て
他
人
に
「
名

前
を
貸
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
サ
ラ
金
か
ら
自
分
が

金
を
借
り
て
、
借
り
た
金
を
他
人
に
貸
す
と
い
う
こ

と
。
金
銭
の
貸
借
は
、
あ
く
ま
で
サ
ラ
金
業
者
と
相

談
者
の
契
約
で
あ
り
返
済
は
免
れ
な
い
。

月
々
の
返
済
の
た
め
に
カ
ー
ド
を
預
け
て
お
け

ば
、
そ
の
カ
ー
ド
を
使
っ
て
勝
手
に
新
た
な
借
り
入

れ
を
さ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。

本
人
の
了
解
も
な
し
に
新
た
な
借
り
入
れ
を
す
る

こ
と
は
違
法
で
あ
る
が
、
カ
ー
ド
を
預
け
た
行
為
の

責
任
と
し
て
返
済
の
義
務
を
負
う
の
で
、
弁
護
士
な

ど
専
門
家
に
依
頼
し
て
早
く
対
処
を
。

自
分
が
必
要
な
お
金
を
、
自
分
の
名
前
で
借
り

ず
に
、
何
故
、
あ
な
た
に
名
前
を
貸
し
て
と
言
う

の
か
？

想
定
さ
れ
る
理
由
は
、
既
に
自
分
名
義
で
は
借

り
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
（
多
重
債
務
者
や
自
己

破
産
者
）
と
い
う
こ
と
。

「
名
前
を
貸
す
」
＝（
イ
コ
ー
ル

）「
債
務
者
に
な
る
」
と
い
う
こ

と
。
借
り
た
お
金
は
あ
な
た
の
借
金
に
、
返
済
義
務
は
あ
な
た

に
生
じ
る
。

た
と
え
恋
人
同
士
で
あ
っ
て
も
、
ど
ん
な
間
柄
で
も
、
ち

ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
、
じ
っ
く
り
考
え
て
、
時
に
は
断
る

勇
気
も
大
切
に
。

【
事
例
②
】

サ
ラ
金
か
ら
借
金
を
重
ね
、
月
々
の
返
済
に
困
っ

て
い
る
夫
（
39
歳
）
か
ら
、「
新
し
い
カ
ー
ド
を
作

っ
て
く
れ
」「
へ
そ
く
り
を
貸
し
て
く
れ
」
と
懇
願

さ
れ
た
。

断
っ
て
い
た
が
、
先
日
、
夫
が
私
の
カ
ー
ド
を
勝
手

に
使
っ
て
、
３
社
か
ら
１
５
０
万
円
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ

を
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
夫
の
行
為
を
許
せ
な
い
。

返
済
義
務
は
カ
ー
ド
を
勝
手
に
使
っ
た
夫
に
あ
る

と
思
う
が
、
ど
う
な
る
の
か
。
ど
う
し
た
ら
良
い
か
。

夫
婦
で
あ
っ
て
も
、
妻
の
カ
ー
ド
を
夫
が
利
用
す

る
こ
と
は
、
カ
ー
ド
会
員
以
外
へ
の
貸
与
を
禁
止
し

て
い
る
会
員
規
約
違
反
。

カ
ー
ド
を
き
ち
ん
と
管
理
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
盗
難
に
あ
っ
た
場
合
等
は
、
勝
手
に
カ
ー
ド
を

使
わ
れ
て
も
支
払
い
の
義
務
は
な
い
が
（
た
だ
し
、

す
ぐ
に
カ
ー
ド
会
社
に
そ
の
旨
連
絡
す
る
こ
と
が
重

要
）、
夫
が
簡
単
に
持
ち
出
し
て
使
え
る
よ
う
な
管

理
を
し
て
い
た
場
合
、
相
談
者
に
も
支
払
義
務
が
生

じ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
カ
ー
ド
は
き
ち
ん

と
管
理
を
。

カ
ー
ド
会
社
へ
の
支
払
義
務
が
認
め
ら
れ
て

相
談
者
が
支
払
っ
た
場
合
、
勝
手
に
夫
が
利
用

し
た
金
額
を
夫
か
ら
払
っ
て
も
ら
う
権
利
が
あ

る
こ
と
は
当
然
。

【
事
例
③
】

７
年
前
、
付
き
合
っ
て
い
た
男
性
が
ロ
ー
ン
が
組

め
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
名
義
で
ロ
ー
ン
を
組

み
自
家
用
車
を
購
入
し
た
。
ロ
ー
ン
の
返
済
は
男
性

が
す
る
約
束
だ
っ
た
が
、
結
局
、
一
度
も
払
わ
れ
ず
、

別
れ
た
後
も
自
分
が
毎
月
返
済
し
、
よ
う
や
く
返
し

終
わ
っ
た
。
車
は
今
も
男
性
が
使
っ
て
い
る
。

所
有
者
と
な
っ
て
い
る
た
め
仕
方
な
く
自
動
車
税

も
払
い
続
け
て
き
た
が
、
今
度
、
整
備
工
場
か
ら
車

検
費
用
の
請
求
が
き
た
。
生
活
が
苦
し
く
て
と
て
も

払
え
な
い
。

①
車
検
費
用
は
、
名
義
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
支
払

い
の
義
務
は
な
い
。
業
者
に
車
検
を
依
頼
し
た
人

に
請
求
が
行
く
べ
き
も
の
。
払
わ
な
い
こ
と
。

②
納
税
証
明
書
が
な
け
れ
ば
車
検
は
取
れ
な
い
。

滞
納
に
よ
る
督
促
が
心
配
で
払
う
な
ら
、
地
方
事

務
所
の
窓
口
に
、
自
分
以
外
の
者
に
納
税
証
明
書

の
再
発
行
を
し
な
い
よ
う
頼
ん
で
お
く
こ
と
。

③
既
に
支
払
っ
た
車
の
ロ
ー
ン
や
、
今
ま
で
の

自
動
車
税
な
ど
を
取
り
戻
し
た
い
な
ら
弁
護
士

に
依
頼
を
す
る
。

経
済
状
態
か
ら
す
る
と
法
律
の
扶
助
制
度
を
利

用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
無
料
で
弁
護
士
の
相
談

を
受
け
ら
れ
る
し
、
調
停
や
裁
判
に
な
っ
て
も
そ

の
弁
護
士
費
用
は
立
替
払
い
さ
れ
、
後
で
、
月
賦

で
返
済
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
。

但
し
、
裁
判
等
で
勝
ち
取
っ
て
も
、
相
手
に
支

払
能
力
が
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
が
払
っ
た
お
金
は

戻
っ
て
は
こ
な
い
。

④
な
お
、
弁
護
士
に
依
頼
を
し
て
車
を
取
り
戻
す

こ
と
で
、
今
後
の
費
用
請
求
は
な
く
な
る
。

○
民
事
法
律
扶
助
と
は
、
経
済
的
に
困
っ
て
い
る
人

が
法
的
ト
ラ
ブ
ル
に
あ
っ
た
と
き
に
、
無
料
で
法
律

相
談
（
法
律
相
談
援
助
）
が
受
け
ら
れ
、
弁
護
士
・

司
法
書
士
費
用
の
立
替
え
（
代
理
援
助
・
書
類
作
成

援
助
）
や
、
弁
護
士
や
司
法
書
士
を
紹
介
し
て
く
れ

る
制
度
。

○
要
件
は
、
①
自
分
で
費
用
を
負
担
す
る
だ
け
の
資
力
が
な

い
こ
と
。
資
力
基
準
は
、
扶
助
申
込
者
及
び
配
偶
者
の
賞
与

を
含
む
手
取
月
収
（
生
計
に
貢
献
し
て
い
る
同
居
家
族
の
月
収

は
貢
献
額
の
範
囲
で
加
算
）
で
、
単
身
者
18
万
２
千
円
以
下
、

２
人
家
族
25
万
１
千
円
以
下
、
３
人
家
族
27
万
２
千
円
以
下
、

４
人
家
族
29
万
９
千
円
以
下
、
５
人
目
か
ら
家
族
１
人
増
毎
に

３
万
円
加
算
。
更
に
、
家
賃
・
住
宅
ロ
ー
ン
負
担
が
あ
る
場
合

は
別
途
加
算
あ
り
。
②
勝
訴
の
見
込
み
が
な
い
と
は
い
え
な
い

こ
と
。
③
民
事
法
律
扶
助
の
趣
旨
に
適
す
る
こ
と
。

○
法
テ
ラ
ス
立
替
費
用
は
、
援
助
開
始
決
定
後
、
原
則
と
し

て
月
額
１
万
円
ず
つ
（
事
情
に
よ
り
減
額
又
は
増
額
）
償
還
。

な
お
、
生
活
保
護
受
給
者
や
特
別
な
事
情
の
あ
る
人
に
は
、

事
件
進
行
中
の
償
還
を
猶
予
す
る
場
合
も
あ
る
。
通
常
、
契

約
締
結
２
ヵ
月
後
よ
り
償
還
開
始
と
な
る
。

○
問
合
せ
・
申
込
先

法
テ
ラ
ス
長
野
（
０
５
０
―
３
３
８
３
―
５
４
１
５
）

法
テ
ラ
ス
松
本
（
０
５
０
―
３
３
８
３
―
５
４
１
７
）

困
っ
た
と
き
は
、
く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談

〝
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
〞
を
ご
利
用
下
さ
い
。

ƒ

０
１
２
０
―
３
９
―
６
０
２
９

毎
月
第
２
土
曜
日
は
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、

特
定
社
会
保
険
労

務
士
、
就
職
相
談

員
な
ど
専
門
家
相

談
員
に
よ
る
相
談

日
で
す
。

親
し
い
人
に
、〝
ち
ょ
っ
と
だ
け
〞
と
頼
ま
れ
、
簡
単
に

貸
し
て
し
ま
っ
た
自
分
の
名
義
。「
名
前
を
貸
す
」
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
？

今
号
は
、
今
年
四
月
、
法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援
セ
ン

タ
ー
）
長
野
地
方
事
務
所
の
所
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
、
当

相
談
ダ
イ
ヤ
ル
主
任
弁
護
士
の
佐
藤
豊
弁
護
士
（
元
長
野
県
弁
護
士
会
会
長
）
の
相
談
事

例
か
ら
、
契
約
関
連
の
「
名
義
貸
し
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。「

名
前
を
貸
す
」

【
回
答
】

【
回
答
】

「
民
事
法
律
扶
助
制
度
」

【
回
答
】

佐藤　豊弁護士


